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○日 時   令和４年１２月６日（火）  

○場 所   議会棟２階 議場  
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────────────────────────────────────── 
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委員           石田 卓成 

委員           今津 誠一 

委員           上田 和夫 

委員           牛見  航 

委員           宇多村史朗 

委員           梅本 洋平 

委員           河杉 憲二 

委員           河村  孝 

委員           清水 力志  

委員           曽我 好則 

委員           髙砂 朋子 

委員           田中 健次 

委員           橋本龍太郎 

委員           藤村こずえ 

委員           松村  学 

委員           三原 昭治 

委員           森重  豊 

委員           安村 政治 

委員           山田 耕治  

委員           吉村祐太郎  

委員           和田 敏明  

────────────────────────────────────── 

○欠席委員 

なし 
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────────────────────────────────────── 

○その他の出席者 

議長           田中 敏靖 

────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者（２６名） 

総務部次長        永松  勉 

行政管理課章長      磯邉 範子 

財政課長         山根 康宏 

 

生活環境部長       金澤  哲 

生活環境部次長      尾中 克則 

生活安全課長       嶧田 直朗 

 

健康福祉部長       藤井  隆 

健康福祉部次長      松村 訓規 

健康福祉部参事      秋重 郁子（兼健康増進課長） 

高齢福祉課長       吉武 圭典 

障害福祉課長       犬塚 要二 

子育て支援課長      桑原 明哲 

健康増進課主幹      野島 由美子 

 

教育長          江山 稔 

教育部長         高橋 光男 

教育部次長        石丸 典子 

教育総務課長       松田 伸一 

学校教育課長       荒瀬 淳子 

学校教育課主幹      片山 裕美（兼学校給食管理室長） 

 

産業振興部長       白井 智浩 

産業振興部次長      国澤  明 

産業振興部参事      岡田 元子（兼農林水産振興課長） 

商工振興課長       本間 良寛 
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土木都市建設部長     石光  徹 

土木都市建設部次長    宮本 松典 

土木都市建設部参事    藤本 英明（兼河川港湾課長） 

────────────────────────────────────── 

○討論に出席した者（１３名） 

教育長          江山  稔 

総務部次長        永松  勉 

総合政策部長       石丸 泰三 

地域交流部長       杉江 純一 

生活環境部長       金澤  哲 

健康福祉部長       藤井  隆 

産業振興部長       白井 智浩 

土木都市建設部長     石光  徹 

会計管理者        寺畑 俊孝 

教育部長         高橋 光男 

議会事務局長       藤井 一郎 

消防長          米本 静雄 

上下水道事業管理者    河内 政昭 

────────────────────────────────────── 

○出席書記         秋里 あゆみ 

────────────────────────────────────── 

午前１０時    開会 

○久保委員長  おはようございます。ただいまから予算委員会を開催いたします。 

 執行部については、能野総務部長から欠席の届出がございました。討論、採決の際には、

代理として永松総務部次長が出席されますので、御報告申し上げます。  

────────────────────────────────────── 

  議案第６７号 令和４年度防府市一般会計補正予算（第６号） 

○久保委員長  さきの本会議におきまして、当委員会に付託となりました議案第６７号令

和４年度防府市一般会計補正予算（第６号）について、お手元に配付しております審査日

程並びに審査要領に基づき審査を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本案につきましては、去る１１月１７日の議会運営委員会において、分科会での

審査を省略することを全会一致で決定しております。したがいまして、本日は採決まで行
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うこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより総務委員会、教育民生委員会、産業建設委員会の各所管順に執行部

の補足説明を求めます。 

 まず、総務委員会所管のうち総務部の事項について、執行部の補足説明を求めます。  

 なお、発言に際しましては、挙手の上、委員長の許可を得た後にお願いいたします。  

○永松総務部次長  おはようございます。総務部でございます。 

 議案第６７号令和４年度防府市一般会計補正予算（第６号）のうち、総務部所管事項に

ついて御説明申し上げます。 

 補正予算書１０、１１ページをお願いいたします。 

 上段の６目財産管理費、１０節需用費につきましては、世界情勢や円安の影響によりエ

ネルギー資源の価格が高騰し、市庁舎をはじめとした市有施設の光熱費の不足が見込まれ

るため２億３，０００万円を計上いたしております。 

 総務部所管の歳出は以上となります。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。  

 補正予算書６、７ページをお願いいたします。 

 最上段の表、１目総務費補助金の４節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金につきましては、このたび国から臨時交付金の交付限度額が示されたことから、２億６，

５５６万３，０００円を計上するものでございます。 

 次に、最下段の表、１目繰越金、１節前年度繰越金につきましては、このたびの補正予

算において不足いたします一般財源６億１，９４３万７，０００円につきまして、前年度

繰越金により対応するものでございます。 

 総務部の補正予算につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

○久保委員長  ただいまの補足説明に対する質疑を求めます。 

○田中（健）委員  確認の意味でお聞きしますが、１０、１１ページですが、市庁舎管理

業務という形で出てまいりますが、先ほど市有施設というふうに説明がありましたが、こ

れは教育委員会だとか、それから消防だとか、そういった施設についても含まれておるわ

けでしょうか。 

○磯邉行政管理課長  はい、含まれております。 

○久保委員長  よろしいですか。 

○石田委員  歳入で、７ページの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金なん

ですけど、これ円安とかの対策の、今の国会で出ているやつは、また次に来るということ
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でいいですよね。 

○山根財政課長  はい、そのとおりでございます。 

○石田委員  分かりました。しっかり準備しちょってもらったらと思います。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

 総務部の皆様、お疲れさまでした。 

 ここで執行部入替えのため、暫時休憩いたします。 

午前１０時０５分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１０時０６分 開議 

○久保委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続きまして、教育民生委員会所管のうち、生活環境部、健康福祉部及び教育委員会の事

項について執行部の補足説明を求めます。 

○尾中生活環境部次長  それでは、生活環境部所管分につきまして御説明を申し上げます。 

 一般会計補正予算書、事項別明細書の１０ページ、１１ページをお願いをいたします。  

 一番下の段、１目保健衛生総務費のと場事業特別会計繰出金につきまして、と畜場に係

ります光熱費高騰に伴う補正でございまして、と場事業特別会計への繰出金を補正するも

のでございます。 

 生活環境部所管分につきましては以上でございます。 

○松村健康福祉部次長  引き続き、補正予算（第６号）のうち、健康福祉部所管分につい

て御説明いたします。 

 初めに、歳出でございます。 

 補正予算書、同じく１１ページでございます。  

真ん中の表の上段、出産・子育て応援給付金支給事業として１億８，０００万円を計上

いたしております。出産や育児に係る経済的負担を軽減するため、妊娠届出時と出生届出

時にそれぞれ５万円、合わせて１０万円のクーポン券を配付するものでございます。 

 なお、本事業に係る国、県補助金を７ページの歳入に計上するとともに、事業を円滑に

実施できるよう、４ページに繰越明許を設定させていただいております。  

 次に、同じく補正予算書１１ページの真ん中の表の下段、子育て世帯生活応援事業とし

て１億５，７００万円を計上いたしております。光熱費や食費などの物価高騰により、特

に影響を受けている子育て世帯を支援するため、１５歳以下の児童を対象として、市内の
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店舗で使用できるクーポン券を配付するものでございます。 

 この事業につきましても円滑に実施ができるよう、４ページに繰越明許を設定させてい

ただいております。 

 次に、同じ１１ページの下の表の下段、高齢者施設等新型コロナウイルス検査補助事業

として５，０００万円を計上いたしております。感染第８波を迎える中、重症化リスクが

高い高齢者施設や障害者施設における感染拡大を防止するため、感染者が発生した際の従

事者に用いる抗原検査キットの購入費を一部助成するものでございます。  

 歳出は以上で、次に債務負担行為の補正です。予算書、前に戻っていただきまして

５ページをお願いいたします。 

 ５ページの表の上段、給食費高騰緊急対策事業についてです。食材費の高騰により子育

て世帯の負担が増加することがないよう、現在、令和３年度との食材費の差額を補助して

おります。同様の支援を来年度も引き続き行うこととし、債務負担行為を設定させていた

だいております。総額１億７，５００万円のうち保育所、幼稚園関係分として５，

８００万円となっております。 

 健康福祉部は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。  

○石丸教育部次長  教育委員会でございます。引き続き補正予算の教育委員会分について

御説明いたします。 

 補正予算書の６ページ、７ページをお願いいたします。 

 ３段目、教育費寄附金でございます。市内在住の竹村荘一郎様から華陽中学校の学校図

書を充実させる目的で１０万円の御寄附を頂いたものでございます。この御寄附に伴い、

歳出として１２ページ、１３ページ下段、中学校費、１目学校管理費、中学校運営事業に

おいて、学校図書購入経費として、寄附金と同額の１０万円を計上いたしております。  

 次に、債務負担行為についてでございます。補正予算書は５ページ、補正予算案の概要

では３ページになります。 

 給食費高騰緊急対策事業でございます。現在、学校給食の食材費高騰により、保護者の

負担が増加することがないよう、昨年度との食材費の差額について補助しております。来

年度の給食費につきましても、引き続き同様の支援を行うこととし、保護者の皆様へ少し

でも早く周知し、安心していただくよう債務負担行為の設定をお願いするものでございま

す。なお、小・中学校分につきましては１億１，７００万円でございます。  

 教育委員会分は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。  

○久保委員長  ただいまの補足説明に対する質疑を求めます。 

○松村委員  まず、出産・子育て応援給付金支給事業と子育て世帯生活応援事業について
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お尋ねしますが、これは一応いつから、いつぐらいには全世帯に行き渡るようになって、

一応期限がどれぐらいまで用意されているのか、まず御説明お願いします。  

○桑原子育て支援課長  下段のほうの子育て世帯生活応援事業でございます。こちらにつ

きましては１万円のクーポン券を配付するもので、一応２月上旬に発送して、２月中には

お手元に届くようにしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○松村委員  期限はいつまでですか。 

○桑原子育て支援課長  すみません。期限につきましては７月末まででございます。 

○松村委員  ちなみに、上の出産・子育て応援給付金のほうは、同様みたいな感じで考え

ちょっていいですか。同様な月日ですか。 

○秋重健康福祉部参事  お答えいたします。 

 この出産・子育て応援給付金については、まだ詳細が国のほうから、まだはっきりとし

たものが示されておりませんで、１２月にもまた自治体のほうの説明会がウェブであると

いうふうに聞いております。また、いろんな情報が集まり次第、いつから開始するかとい

うのを決めるようになっておりますので、まだ現状でははっきり申し上げられません。  

○松村委員  大変心待ちにされていらっしゃると思います。本当にこれ今重要な事業だな

と思っているんですけど、ぜひとも早く、お知らせのほうもいろんな媒体を使って、しっ

かりしていただきたい。 

 あわせて、今回から、議会からの要望もありまして、クーポン券の共通券、一応６枚、

中小規模店舗でも６枚というふうになっていまして、地域経済に与える影響はさらに大き

くなると思います。担当課は産業振興部になると思いますけど、この事業をするに当たっ

ては、しっかり市内の中小店舗に再度、広報活動をしっかりしていただいて、たくさんの

中小企業がこのクーポン券事業にあやかれるようにしていただくよう、当局としてもよろ

しくお願いいたします。協議していただきたいと思います。 

 あわせて、給食費の高騰対策についてなんですけど、これもちろん、子どもさんを持た

れている親にとっては大変重要なものだと思いますし、併せて業者にとっても大変、いつ

も材料は高くなって合わないという話を、相談をすごい、地元の中小企業、学校給食に携

わる業者の方からも御相談あるんですけども、弾力的に、多分まだまだ上がる可能性があ

ると思うんで、ぜひ当局としても柔軟に、地元のそういったものに対して支援できるよう

にしてあげていただきたいということを要望しておきます。お願いいたします。  

○久保委員長  要望でよろしいですか。 

○松村委員  はい。 
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○久保委員長  ほかにございませんか。 

○髙砂委員  出産・子育て応援給付金事業のことで１点お伺いをいたします。 

 支給額のところに妊娠届時と出生届時にそれぞれ５万円ということのクーポンと書いて

ございますけれども、これは子育て世帯生活応援事業と同様の商工会議所等の御協力をい

ただいてのクーポンになるんでしょうか。同じような形態になるんでしょうか。  

○秋重健康福祉部参事  お答えいたします。 

 商工会議所のほうのクーポンということで、今計画をしております。  

○髙砂委員  ある程度、ピンポイントの方々になるかと思いますので、妊婦さん、また産

婦さん、ピンポイントの方々になると思いますので、しっかりその方たちが使いやすい形

で提供していただけるように要望しておきたいと思います。対象者の選定も大変難しい問

題が出てくるかと思いますので、先ほどの御説明のように、自治体への説明が恐らく中旬

以降だろうと思いますので、しっかり対象者にいきめのいく形で提供されるように要望し

ておきます。 

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○石田委員  １１ページの一番右下の抗体検査の検査キットの購入費の補助なんですけど、

これ数、計算すると５万個分ということなんですけど、もともと何ぼぐらいするもんなん

か、僕、１回も検査もワクチンも打ったことないんで、抗原検査キット買ったことないん

で、どれぐらいするもんかというのを、まず教えてもらえたら。 

○吉武高齢福祉課長  お答えします。 

 検査キットのお値段ですが、各施設で御購入されている金額をお尋ねをしております。

その際に、８００円から２，０００円程度というふうにお聞きしております。それと市内

でも取扱いされている薬局等ございますが、そちらのほうでは１，５００円から２，

０００円程度で販売されているというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○石田委員  ありがとうございます。これ施設内で感染者が出る、１人でも出るたんびに

みんなやらんにゃいけんのかなと。それで、費用負担がすごいことなっちょるからという

ことでつけられたんかもしれないですけど、なかなか根本的な問題として、日本はまだ感

染が収まってないですけど、ワクチンやめた国は、とっくの昔に感染が収まっている国が

多くて、打てば打つほど感染しやすくなったり、発症しやすくなったりとか、そういう問

題とかもいろいろ、やっとメディアにも出てきだしたんですけど、今国会でも２類から

５類にという話が国会議員のほうでもちょっと出てきていますけど、その費用負担がすご
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いからということで、これつけられているということでよろしいですか。  

○吉武高齢福祉課長  この事業につきましては、多くの施設のほうから、施設で感染者が

確認された場合に、事業休止できないという場合に、数日間、毎日、従事者全員の検査を

した上で事業を継続されているということで、それでこのキット、検査をされる負担が大

きいという声をたくさん聞いておりまして、この事業を行うものでございます。  

 以上でございます。 

○石田委員  分かりました。だんだん感染しやすくなって、軽症化していくという傾向が

ウイルス全体あるんですけど、徐々になくなっていくという傾向にあるんですけど、切り

がないんで、早く５類になればいいなと、感想で終わります。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○和田委員  関連で、この検査キットなんですけど、私も家族も購入したことがあるんで

すが、かなり高額だったと思うんですが、例えば８００円のキットが信憑性があるのかど

うなのかというのはいかがでしょうか。 

○吉武高齢福祉課長  ８００円で買われているという事業所さんも確かにございましたが、

多くは１，１００円から２，０００円程度で買われているというふうに聞いております。 

 信憑性ということ、この事業の対象とするキットにつきましては、あくまで厚生労働省

が承認したキットというふうにしておりますので、承認されたキットにつきましては、精

度も高くて信頼できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○和田委員  うちも家族３人測って、その後また病院でという、診断してもらったんです

けど、これ全く当てにならないものでした。厚生労働省が出しているからといって、早く

から出しています。その後の、そういった、このキットについてはどうなんだとかいう検

証というのはされたんでしょうか。 

○吉武高齢福祉課長  市のほうで検証ということ自体はしておりません。なお、現在にお

いては、医療機関等でも使用されているものでございますので、それなりに信頼性はある

ものと考えております。 

○和田委員  分かりました。いいですか、このまま。 

○久保委員長  どうぞ。 

○和田委員   それでは概要のほうの３ページ、子育て世帯生活応援事業ですが、これ

１５歳以下の子どもが対象ということですが、これ例えば、いついつ生まれた方からいつ

いつまで、１５歳の方まで対象になるんでしょうか。 

○桑原子育て支援課長  お答えいたします。 
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 基準日は１２月１日と今しておりまして、１２月１日までに生まれた方で、あと中学

３年生まで全てにお配りしたいというふうに思っております。 

○久保委員長  ほかにございませんか。よろしいですか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

 生活環境部、健康福祉部及び教育委員会の皆様、お疲れさまでした。  

 ここで執行部入替えのため、暫時休憩いたします。 

午前１０時２２分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１０時２４分 開議 

○久保委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続きまして、産業建設委員会所管のうち、産業振興部及び土木都市建設部の事項につい

て執行部の補足説明を求めます。 

○国澤産業振興部次長  原油価格・物価高騰対策の補正予算のうち、産業振興部所管分に

ついて御説明申し上げます。 

 令和４年度１２月補正予算案の概要の４ページ、補正予算書では１２ページ、１３ペー

ジの中段をお願いいたします。 

 まず、市民生活応援事業、プレミアム付商品券発行でございます。これまで４回、プレ

ミアム付商品券を発行しておりますが、今回は物価高が市民生活に幅広く影響を与える中、

多くの市民の方に購入していただけるよう、市内登録店舗で使用できるプレミアム率

２０％の商品券を過去最大の１２万セット発行することとし、２億５，５００万円を計上

しております。１，０００円券１２枚の１セットを１万円で販売し、そのうち中小規模店

でのみ使用できる専用券の割合を拡大し、１セット１２枚のうち６枚を専用券とすること

としております。 

 次に、中小企業者などに対する事業者支援についてです。 

最初に、中小企業振興資金融資制度の拡大でございます。厳しい経営状況が続く中、市

内中小企業者などの資金調達が円滑に行えるよう、資金需要が高い原油価格・物価高騰対

策資金の融資枠を５億円から１０億円に拡大することとし、１億５００万円を計上してお

ります。 

 このうち１億円については、市内の金融機関への預託金を増額するもので、市内金融機

関において１事業者当たりの限度額１，５００万円、固定金利１．４％で、原油価格・物

価高騰対策資金の貸付けを行っていただくものでございます。 



- 11 - 

 

 なお、預託金については歳入予算において、金融機関からの預託金返還の１億円を諸収

入として計上しております。 

 また、補助金の５００万円については、事業者が原油価格・物価高騰対策資金を借り入

れる際に必要な信用保証料について、市が全額負担することとしているものでございます。  

 次に、中小事業者等物価高騰対策事業についてです。原油価格や物価高騰などの影響に

より厳しい経営状況にある中小企業者等に対し、在庫管理システムの導入やウェブの活用

による販売促進など、業務の効率化や売上げの向上に資する設備の導入や、新たな取組を

支援するため、１件当たり上限額３０万円の補助金として１億円を計上しております。  

 次に、概要の５ページ上段を御覧ください。 

 運送事業者等緊急支援事業についてです。原油価格高騰の影響を受ける運送事業者等に

対し、低燃費タイヤ、いわゆるエコタイヤの購入費の一部を支援することとし、５，

０００万円を計上しております。 

 低燃費タイヤとは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会が定めたグレーディングシステ

ム、いわゆる等級制度で、低燃費と安全性が一定以上のレベルを満たしたタイヤで、１事

業者につき上限２０万円までの補助を行うものです。 

 なお、本年４月２８日付で、国から関係機関等に対して、原油価格高騰等の影響が極め

て大きい運輸・交通事業者等への支援等の検討を働きかける文書が発出されていることか

ら、４月２８日以降のエコタイヤ購入に対して支援することとしています。  

 農業者支援に移ります。概要の５ページ中段を御覧ください。補正予算書は１２ページ、

１３ページ上段、４目畜産振興費です。 

 畜産経営継続緊急支援事業についてです。トウモロコシや麦などを成分とする配合飼料

については、６月補正で予算措置をし、国の配合飼料価格安定制度における生産者負担金

について、県事業と合わせて支援しているところですが、牧草などを成分とする粗飼料価

格も高騰を続けていることから、畜産経営者の経営継続を支援するため、令和４年１１月

から令和５年３月までの輸入粗飼料の購入費の一部を補助するものです。  

 最後に、繰越明許費の補正でございます。補正予算書の４ページをお願いいたします。  

 ３段目の中小事業者等物価高騰対策事業、以下３事業につきましては、事業費の全額を

翌年度へ繰り越すこととし、繰越明許費を計上いたしております。 

 産業振興部所管についての御説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

○宮本土木都市建設部次長  土木都市建設部でございます。 

 続きまして、土木都市建設部所管につきまして御説明いたします。補正予算書５ページ、
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併せて補正予算概要の６ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。緊急浚渫推進事業としまして、梅雨や台風による大

雨時の河川氾濫による浸水被害を軽減させるため、出水期までに河川浚渫の進捗を図り、

浚渫後の維持管理の負担軽減につながるよう、河川の底張りができるよう、令和４年度か

ら令和５年度までの債務負担行為につきまして４，０００万円の設定をお願いするもので

ございます。 

 なお、今回の施工箇所につきましては、別にお配りしております資料にお示ししており

ますとおり３か所となります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。  

○久保委員長  ただいまの補足説明に対する質疑を求めます。 

○吉村委員  概要の４ページの中小事業者等物価高騰対策事業ですが、事例でＩＣＯＣＡ

の導入や在庫管理システムの導入と書いてありますが、これソフトじゃなくてハードも一

緒に補助対象になるんですか。 

○本間商工振興課長  ソフト、ハード、問わずではございます。こちらに書いてあるのは、

あくまで例示でございまして、物価高を乗り越えるための新しい取組というのを審査させ

ていただいて、補助していくというような形でございます。 

○久保委員長  よろしいですか。 

○河村委員  概要の５ページ、運送事業者等緊急支援事業についてお尋ねをいたします。  

 対象車両というところで事業用車両、あと自動車運転代行業で使用する随伴用車両と書

いてあるんですけれども、確認ですが、これは緑ナンバーでトラックとかありますけれど

も、あと例えばタクシーであったりとか、あるいは霊柩車であったりとか、あるいは福祉

用のタクシーとかもあると思うんですけれども、その辺の範囲というのはどのようにお考

えでしょうか。 

○本間商工振興課長  車の対象としましては、一番分かりやすい例で言えば、ナンバープ

レートが普通車であれば緑のナンバーと、軽自動車であれば黒のナンバープレートがある

かと思うんですけども、そういった輸送用の車両と、あとはタクシー等は当然緑ナンバー

入ってますので、それから白ナンバーも一応、通常の車両も事業用であれば対象になるん

ですが、こちらにつきましては年間２万キロ以上の走行距離があるものということで、対

象としたいと考えております。 

○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

○松村委員   先ほども子どものクーポン券のほうでもお伝えしましたけど、今回から

５０％ほど中小企業還元ということで、地元に手厚くなっとるということで大変感謝いた
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します。 

 前回もお聞きしたんですけど、今現在、中小企業店舗でプレミアム付商品券の登録して

いる数です。前回もかなり６００かぐらいあったと思うんですけど、さらにまた増えてい

るんじゃないかなと推測するんですが、ちょっと数をお尋ねしたいと思います。  

○本間商工振興課長  現在、第４弾が終了時点ということにはなるんですけれども、全部

で８４０件でございます。 

○松村委員  今回もさらにさらに、まだ地元で使えるようにＰＲ活動のほうもよろしくお

願いいたしますし、先ほども子育てのほうのクーポン券も併せて、しっかり地元のほうで

使えるようにＰＲしてくれというふうに言っとったんで、また担当課ともいろいろ話をし

て、とにかく中小企業店舗にこういったクーポン券を使って経済の下支えになるように、

ぜひ特段の御配慮いただくように要望しときます。 

 次に、中小企業振興融資資金制度の拡大なんですが、今回、物価高騰ということなんで

すけど、以前、コロナの関係で融資をかなり使われております。そういう方々がまた今回、

物価高騰対策ということで融資が受けれるのかどうか。 

 今までもいろいろ拡充しながら融資、コロナのほうでもやってきたんですけど、結構頭

打ちしているというような話を聞いたんですが、今までのコロナのほうの実績も踏まえて、

今回の中小企業振興資金の融資制度の実際の消化は、どれぐらい見込まれているのか、そ

の辺のところをお尋ねしたいと思います。 

○本間商工振興課長  実際の消化というと、またちょっと今、補正予算で始めたところで

すので、まだまだというとこではあるんですが、通常のほかの融資に比べるとかなり件数

が出ているというような状態です。 

 借りれるかどうかというところは、それは個々の事業者さんの状況にもよるんですけれ

ども、あくまで銀行と信用保証協会のほうで審査しますので、返済能力等を勘案しながら

貸付けをするというような形にはなると思います。 

 あとコロナの関係で言いますと、国と県のほうで今までコロナ融資、いわゆるコロナ融

資と言われていたものの借換えの制度を、今できるようになったというような報道も出て

おりますので、まだちょっと詳細は把握しておらないんですが、そういったこともありま

すので、コロナで借りられた方はそういった措置も受けられるというふうに理解しており

ます。 

 以上です。 

○松村委員  ということはコロナで借りられた方は、国が最後、面倒見るというような話

だったと思うんですけど、融資がなかなか難しくなった場合ですけど、今回は違うとは思
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うんですが、その辺が勘案されて、そういう状態であっても、この融資制度に乗って借り

れる可能性が高くなるといいますか、そういうようなイメージでよろしいんですか。  

○本間商工振興課長  商工会議所さんとか、金融機関さんともお話しする中で、コロナだ

けじゃなくて、いろんなチャンネルを持って、融資の事業支援ができればというところも

ありますので、こちらのほうでできれば。実際、出しても結構反応が大きくて、結構な件

数が出ておりますので、そちらのほうは対応できるかと思っております。  

○松村委員  ありがとうございました。また、その辺のところ、詳しい御説明、事業者の

方にしっかり説明して、より借りやすいような状態で、この事業を進めていただきたいと

思います。 

 最後に、運送事業者緊急支援事業なんですが、私も今ネットで調べよったんですけど、

この低燃費タイヤに結局変えることによって、どれぐらいの燃料費の削減につながるかと

いう考えの中で、これをやってらっしゃるんだろうと思うんですけど、その辺の基本的な

考え方については、どのように認識されているのか、お尋ねいたします。  

○本間商工振興課長  燃費については、いわゆるエコタイヤ、エコタイヤも２つあって、

低燃費タイヤというのがあるんですけども、１０％まではいかないですけれども、燃費が

よくなるというような効果が出るというふうに聞いておりますので、そういったことで少

しでもカーボンニュートラルなり、そういったところに寄与できるような形で、走行距離

が多い運送業者の方に、燃費の節約にもなりますので、そういったことで利用していただ

きたいと考えております。 

○松村委員  先ほど河村委員からも言いましたけど、あくまで運送事業者等とありますん

で、「等」というのはかなり裾野が広いと思う。先ほどもタクシーじゃとか、例えばパン

屋さんやったらパンを運んだりするトラックであったりとか、いろいろその辺も先ほど御

説明あったけど、２万キロ以上走っとけば事業者のそういったトラックとか、運送に関す

る車両であれば、この事業に乗れるという認識でよろしいですか。 

○本間商工振興課長  先ほども申しましたとおり、ナンバーの色は無条件でいけるんです

けれども、白いナンバーというのは、なかなか判定が難しゅうございますので、あくまで

事業用に、事業の用に供する車ということで、なおかつ走行距離というところで判断させ

ていただくということで、特段業種を絞ったりとかいうことはしておりません。 

○松村委員  だから４ナンバーと１ナンバーだったら取りあえずいいと。要は法人の車両

であったらいいと。ただ個人業である場合、自分の車だと思うんですけど、そこはやっぱ

駄目なんですか。 

○本間商工振興課長  そこははっきりと事業用でというようなものが判別できれば、例え
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ば、まだちょっと決めてはないですけれども、例えば税務申告の中で事業用車両として使

っているとか、例えばそういったところで判別ができるかと思いますので、それがないも

のについては、ちょっとごめんなさいというところなんですけれども、何らかの形で判定

はしたいと考えております。 

○松村委員  ありがとうございました。 

 以上です。 

○今津委員  概要のほうで言います。 

○久保委員長  今津委員、マイクをちょっと近づけていただけますか。  

○今津委員  中小企業振興資金融資制度の拡大という事業ですけども、この事業の内容に

ついては特に問題はないと感じておるんですけども、参考までにお尋ねしたいんですけど、

先ほどの説明の中で、預託金の返還を１億５００万円のうちの１億円を充てると、こうい

う説明があったと思いますけども、ということは預託金というのは、いわゆる保証金とい

うようなものだと思いますが、これが従来の融資において余っていたというふうに理解を

していいんでしょうか、お尋ねします。 

○本間商工振興課長  預託金自体が余っていたからこれを出すというような性格のもので

はありませんで、新たに融資の枠を拡大するために、銀行さんとかの貸付けを拡大してい

ただくということも含めまして、銀行にお金を預けて、それを元手にして低利の融資がで

きるといった性質のものでございますので、お金が足りなくなったとか、そういったこと

ではございません。 

○今津委員  だから、私は、つまり今回の融資の拡大のために、この１億円を拠出すると

いうふうに理解をしておったわけですけども、先ほどの説明で、今までの預託金を返還し

て、そしてこれに充てると、こういうふうに説明があったんで、一体どういうことなんじ

ゃろうかなと思ったんで尋ねたわけです。もしよかったら部長、答弁してもらえませんか。  

○白井産業振興部長  お答えいたします。 

 １億円の預託金につきましては、議会の議決が終了後、銀行に預け入れをいたします。

３月３１日にその１億円を銀行から返してもらいます。なので１億円を歳出で出して、歳

入で１億円が返ってくるという形でございまして、６月補正と同様のことを１２月議会終

了後に行うということでございます。 

 以上です。 

○今津委員  それじゃ先に出して、３月の末に返還をしていただくと、こういうことです

ね。はい、了解しました。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 



- 16 - 

 

○和田委員  関連で、今のところなんですが、預託金自体は約５億円程度あろうかと、も

うちょっとあるのかな。まとめて預けて、３月の末に全てまとまったやつを１回こっちに

戻してもらうと。そして、改めてまた入れ直すというような形だったと思うんですけど、

それでよろしいでしょうか。確認です。 

○白井産業振興部長  今おっしゃられるとおりでございまして、当初予算とかでやってい

るのは４月１日で預け入れして、その部分が、同額が３月３１日に返ってくると。それの

追加の増額をお願いするので、３月３１日には全て一旦金融機関から返ってまいります。

また、改めて新年度予算のほうで預託金を計上させていただいて、預け入れを行うという

仕組みでございます。 

 以上です。 

○和田委員  そのまま行っていいですか。 

○久保委員長  どうぞ。 

○和田委員  概要の４ページなんですが、ごめんなさい、ちょっと今のところでもう少し。

融資なんですが、これまでも行ってきて、借りている事業者さんからすると、コロナがこ

んなに長引くとは思ってなかったみたいなところもあろうかと思うんです。  

 そんな中で銀行が貸付けするに当たって、事業者の状況を見ながらということなんです

が、また今後コロナが長引くとか、そういった場合ということまで見通して貸し付けてい

るような形なんですか。その辺、何か伺っていることがあればお願いします。  

○本間商工振興課長  一応、市の融資制度につきましては、審査に当たって金融機関と商

工会議所と市も入って審査するんですけれども、その中で現在借りている借入れです。借

入れの金額とか、そういったものも全て情報を共有した上で、この人に融資ができるかど

うかというところまで判断して貸し出しておりますので、基本的にはそういったところ、

返せる能力のある方に貸し付けているという形で考えております。 

○和田委員  当初は返せる見込みで借りたけど、コロナが長引いてしまったから予定と随

分変わったなあというところもあるかもしれませんので、その辺はまたちょっと追跡しな

がら、また返済が困難な事業者に対して、救済措置であったりということをまた考えてい

ただきますよう要望して、次にそのまま移っていいですか。 

○久保委員長  どうぞ。 

○和田委員  その下の中小企業者等物価高騰対策事業ですが、一応確認しておきます。こ

こ事例が書かれてありますが、キャッシュレスとか在庫管理システムの導入とか、主に電

子系が多いんですが、これにかかわらず厳しい経営状況を乗り越えるために行う、売上げ

の向上や業務の効率化に資する中小企業等の取組を支援しますというとこでよろしいです
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か。 

○本間商工振興課長  ここ分かりやすい例ということで、デジタル関係書いておりますけ

れども、あくまで物価高等の対策のための経費といいますか、そういったところは全て、

審査は当然しますけれども、そういったところで対象にしたいと考えております。  

○和田委員  審査するに当たって、何か判断基準になるようなものというのはあるんでし

ょうか。それとまた、そういったものの周知というか、そういったのはどういうふうに考

えちょってでしょうか。 

○本間商工振興課長  判断基準というのは、前回、昨年度なんですけど、がんばる事業者

応援補助金というのをやりまして、そちらの中である程度、こういった事業を判断するに

は、どういった視点で何点つけるかとかというところを大体整理できておりますので、そ

れを準じた形で使っていこうかなと考えております。 

 中小企業診断士さんとかの視点も入れまして、一応見てもらったりもしておりますので、

そういったところで判断できるかと考えております。 

 周知に関しましては、具体的な判断基準までお示しすることはできませんけれども、要

項等をお配り、事業要領ですね、募集要領とか、そういったところでこういった事業をま

たしてくださいというところでのお知らせになるかと思っております。  

○和田委員  分かりました。今ここに書かれてあるものだけだと何か勘違いして捉えちゃ

いそうなので、その辺も配慮しながら、よろしくお願いします。 

 このままいいですか。 

○久保委員長  どうぞ。 

○和田委員  概要の次ページ、５ページの中段の畜産経営継続緊急支援事業なんですが、

これ輸入粗飼料の購入費への助成ということになると、畜産農家はそれで助かると思うん

ですが、その後、耕種農家と畜産農家とどういうふうに連携強化していくのかというとこ

ろの、何か計画的なものはありますでしょうか。これは本当に機能するのかどうか見えて

こないので、よろしくお願いします。 

○岡田産業振興部参事  今回の補正は、あくまでも粗飼料に対する支援でございますが、

ここの予算概要に書いてございますように、今後、耕畜連携に取り組むということで、今

から肥料が高騰していく、また粗飼料も高騰が続いていく中で、できれば耕種農家さん、

要は飼料を作られる農家さんと、それを使われる農家さん、畜産農家さん、そして畜産農

家さんの飼われている排せつ物を堆肥として循環していけるような仕組みを、地元で、防

府でできることをやっていこうと考えております。 

○和田委員  分かりました。せっかくやることですから、ほかのところでも結構取り組ん
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でいるところもあるみたいですから、その辺の事例も見ながら、本当に連携強化していけ

るように、よろしくお願いします。 

 最後。 

○久保委員長  どうぞ。 

○和田委員  その次の概要の６ページなんですが、緊急浚渫推進事業なんですが、これま

で浚渫工事については割と積極的に緊急性の高いところからずっと行ってきていただいて

いると思うんですが、これぽんとここで補正で小島川、勝間排水路、古屋川等が上がって

きたのは、何か急に危険が伴うような河川になった要因があるんでしょうか。  

○藤本土木都市建設部参事  質問にお答えいたします。 

 ここでこのたび緊急浚渫推進事業、３河川上げさせていただきましたが、令和４年度に

も３４河川ほど浚渫をさせていただいております。このたびの浚渫で手の入らなかったと

ころ、それとまた要望があって私どもが見落としていたところとか、そういったところに

ついての対応ということで、来年の梅雨時期までに何かしらの対応をしなくちゃいけない

ということで、この予算を上げさせていただきました。 

 以上です。 

○和田委員  河川の浚渫について、本当にかなり積極的に行っていただいておって感謝し

ているところなんですが、ここ「等」と書いてありますが、その他の河川については、あ

とどのぐらい今残っているんですかね。 

○藤本土木都市建設部参事   一応、毎年大体３０から３５河川ぐらいはやっていく予定と

しておりまして、このたびは、すみません、３河川等と書いてありますが、一応３河川を

対象としてやる予定にしておりまして、令和５年度でまた同じように３０から３５河川ぐ

らいをやっていく予定としております。 

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○今津委員  今、和田議員の質問の中の畜産経営継続緊急支援事業ですが、今後の取組と

して先ほど質問がありましたけども、耕種農家と畜産農家の連携を図っていくと、こうい

うことを考えておられるようで、これはただ、これがどこまで具体的な、実現性があるの

かということなんですけども、耕種農家といって、現実に今耕種農家として経営がちゃん

と成り立っているところがあるのか、今後も成り立つのかという問題は当然あるわけです。  

 そういうところもしっかり把握しないと、こんな理想的なことを掲げて、実現できれば

それはいいんですけども、それがどこまで実現性があるのかという、ちょっと首をかしげ

たくなるようなことでもあるんだけど、そこの辺はどうなんですか。こういうふうにして
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やりますということを言えるんですか、お尋ねします。 

○岡田産業振興部参事  実施に当たりましては、耕種農家さん、畜産農家さんだけではな

くて、県の方と、あとはＪＡの方とか、関係の機関からいろいろな意見、御意見を聞きな

がら経営が成り立っていけるような方策を探していきたいと思っております。  

 以上です。 

○今津委員  その程度の答弁では話にならない。現実に耕種農家は何軒あるんですか。成

り立っているんですか。 

○岡田産業振興部参事  耕種農家と言いますと、農家さん全体ということでありましたら、

市内にはおよそ１，４００軒の農家の方がいらっしゃいます。 

○今津委員  飼料作物を生産する耕種農家というのは、どのぐらいあるんですかと聞いて

いるわけ。 

○岡田産業振興部参事  失礼いたしました。市内では今１０軒の方が、１０の経営体の方

がいらっしゃいます。 

○今津委員  １０軒程度でしょう、よくあっても。だから、こういう計画、計画的にはい

いんだけども、それが実現をしなけりゃ全く意味がないんで、私とすればぜひ実現をさせ

てもらいたいということから今いろいろ聞いているわけです。 

 だから、ぜひ、納得できるというような形にもっていってもらいたいということなんで

す。その辺しっかりよく考えてやってください。  

○久保委員長  よろしいですか。 

○今津委員  それと、どうかな、そこの所管の課だけじゃなくて、ほかの総合政策とか、

そういったようなところともよく連携できれば連携をして、目標に向けてやってもらいた

いということを申しておきます。 

○久保委員長  要望でよろしいですか。 

        〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○清水委員  概要の４ページのプレミアム付商品券のことについて少しお伺いいたします。 

 今回１２万セット、過去最大というふうにされておりますが、昨年度もたしかプレミア

ム付商品券されたと思うんですけど、そのときが８万セットだったと思うんですが、１．

５倍に増えたというところなんですが、過去の商品券の応募状況ですか、これについて、

どんな感じなのかというのをお聞かせいただけないでしょうか。 

○本間商工振興課長  今までの応募状況でいいますと、人数でいいますと大体２万人前後

で応募いただいておって、セット数にあまりかかわらず大体２万から、多いときで２万３，

０００ぐらいというような方に応募いただいております。 
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 以上です。 

○清水委員   これまで２万人前後、２万３，０００人ぐらいですか。こちらとしても

１２万セット、全て市民の皆さんのところに行き届いていただきたいというふうに思うわ

けですけれど、そのあたり、どうなのかなと思うんですが、例えば１２万セット用意した

けど応募があまりなくて余ってしまったとか、そういったことが起こらないようにしてほ

しいなというふうに思うんですけれど、その辺の考え方、もしあれでしたらお聞かせいた

だければと思います。 

○本間商工振興課長  今回１２万セットで、大体２万人の方が応募されると考えて、一応

５セットまで、１人５セットまでというふうに考えておりますので、十分余裕があると考

えております。皆さんに行き渡るような形でというところもあり、この金額、１２万セッ

トということで実施することを考えております。  

 余るかどうかというところについては何とも言えないんですけれども、十分周知を図っ

てまいりたいと考えております。 

○清水委員  そのあたりの周知、また徹底していただけたらというふうに、これ要望して

おきます。 

 続いてよろしいでしょうか。 

○久保委員長  どうぞ。 

○清水委員  次、５ページの運送事業者等緊急支援事業についてお尋ねいたします。 

 これ申請の流れというのを一通り教えていただきたいんですが、どこが申請して、助成

金はどこに入るのか。また、この申請の手続はどこが行うのか。そういったところを教え

ていただけますでしょうか。 

○本間商工振興課長  申請につきましては、各事業者さん、事業所から申請いただきまし

て、市のほうで書類を審査しまして交付するといった形でございます。  

○清水委員  手続は市のほうでされるという回答でしたけれど、今回低燃費タイヤです。

先ほど御説明にもありましたけれど、低燃費タイヤという定義というのを御説明されまし

たけれど、場合によっては、低燃費タイヤでないタイヤというのもやっぱりあるというふ

うに、過去に私もお伺いしたことがございます。この申請の際に低燃費タイヤなのか、そ

うでないのかという判別の方法、これ教えていただけますか。 

○本間商工振興課長  この前、カーボンニュートラルの関係でエアコンとかでもあったん

ですけれども、基本的にタイヤの型番とかがありますので、そちらで判断するようになる

と思います。 

○清水委員  タイヤの型番で判断されるというふうに御回答ありましたけど、これで言う
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とそれぞれのメーカー、またそのメーカーだけでも低燃費タイヤというのもかなり多くの

種類があります。場合によっては海外のメーカーというのも今あるんです。インターネッ

トで買うこともできます。そういったところを見ると、申請の手続というんですか、そう

いったところが物すごく大変になるんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうなんで

すか。 

○本間商工振興課長  海外のタイヤであっても日本の販売店で基本的に購入されると思い

ますので、さっきの言った基準とか、そういったものに即しているかどうかというところ

は、判断基準になると思います。どうしても難しいものがあったら、都度都度、個別に対

応してまいりたいと考えておりますが、基本的には型番で判断できると考えております。  

○清水委員  取りあえず申請手続、これをされる方の負担が重くならないような、そうい

う対処、要望いたします。 

 それと申請の時期です。４月２８日以降ですか、というふうに説明があったんですけれ

ど、私の知っているタイヤ業者の方がいらっしゃいまして、私、この事業を最初見たとき

に、今、冬ですから、どこの事業者の方も今冬用のタイヤを装着されてるんです。冬が終

わったら春先ぐらいに冬タイヤから夏用のタイヤに交換される。この時期を見計らって、

この事業があるのかなというふうに、私、個人的に思ったわけなんですが、その業者の方

に以前お伺いしたんですけど、大体この辺では冬タイヤから夏用のタイヤに変更されるの

が２月の終わりから３月にかけてだと。大体この時期に集中して、事業者の方がタイヤ交

換をされるというふうにお聞きしたことが過去にあるんですけれど、それで見ると、４月

２８日以降というのはお伺いしたんですが、ですからそういった事業者の方がタイヤ交換

をされる時期に合わせるべきではないのかなと思うのですが、その辺、お聞かせいただけ

ればと思います。 

○本間商工振興課長  ４月２８日から対象にしますといったところで、そこはタイヤ交換

の時期とかというあれではなくて、当然、今からスタッドレスに履き替えられる方、多い

かと思いますけれども、一応これ繰越予算で上げておりますので、そういった３月、４月

まで対象に、期間延ばして、履き替えるところまでは対応できるというような形で考えて

おります。 

○清水委員  そのあたり、また柔軟にやっていただければと思いますので、よろしくお願

いします。これ要望です。 

 私からは以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○白井産業振興部長  すみません。４月２８日は来年のじゃなくて、今年の４月２８日か
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ら購入されて、もう既に購入されているタイヤも対象にしますということ、幅広に対象に

していただいたんで、当然繰り越してますので、春先に買われるのもしっかり買っていた

だいて、それについても支援していただくという制度設計です。 

 以上です。 

○石田委員  概要の４ページ、先ほどから出ているプレミアム付商品券なんですけど、セ

ット数が多いか少ないかにかかわらず、大体２万件ぐらいの応募があるということだった

んですけど、もしも１回目で売れ切れなかったとき、二次募集というのは、今回１．５倍

に増えるということで、最初からそこも含めて想定、計画しておくべきじゃないかと思う

んですけど、その辺どうなっていますでしょうか。 

○本間商工振興課長  今のところ二次募集等は想定はしておりません。 

○石田委員  あらゆることがそうだと思うんですけど、最悪の事態も想定して考えておく

と、最初からです。いざ余って、さあどうしようじゃなく、今までも余ったことあったで

すか。広く周知したりというのが、なかなかそうなった場合、難しかったりするんです。

最初から今回１．５倍に増やす。大体２万人掛ける５で１０万、今までの傾向どおりいけ

ばです。買う人は買うけど、買わない人は買わないと思うんです、これ。それが急に増え

るという見込みもなかなかないでしょうから、かなりの確率で余ることも考えられるんじ

ゃないかと思うんで、最初から想定しておくべきだと思うんですけど、何で考えないんか

なと。その辺、教えてください。 

○本間商工振興課長  想定してないとは言いましたけれども、考えてないわけではないん

ですけれども、基本的に１回で終わるということで考えておるという意味でございます。 

○石田委員  分かりました。二次になった場合も、しっかりと広く周知できるようにして

いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 ４ページ一番下の中小事業者等物価高騰対策事業なんですけど、がんばる事業者応援補

助金と同じようなイメージ、おっしゃられていたと思うんですけど、これ一次産業従事者

も、だったら対象になるということでよろしいですか。 

○本間商工振興課長  前回と同じように、対象者は一次産業の事業者も対象になります。 

○石田委員  それの資源高騰対策というか、燃費がよくなるとか、そういった設備投資と

かも対象になるということでよろしいですね。（発言する者あり）はい、ありがとうござ

います。 

 ５ページの次、中段の畜産のほうです。これ対象の畜産経営者の数が市内何軒あるか教

えてください。 

○岡田産業振興部参事  市内では８経営体の方が対象になります。 
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 以上です。 

○石田委員  ありがとうございます。この分については、この１１月から来年の３月まで

ということなんですけど、これやることによって何％ぐらい収益が改善すると見込まれて

いますか。その辺、教えてもらえますか。 

○岡田産業振興部参事  今回は粗飼料の部分でいうと、高騰部分の２分の１を支援すると

いうことになっております。 

○石田委員  高騰部分の２分の１。 

○岡田産業振興部参事  はい、高騰の２分の１です。経営体としては、月に、一農家さん

でいうと、例えばこれでどのくらいの経営が成り立っていくかということは、こちらのほ

うでは試算はしておりませんが、飼料代について補填をしていって経営を継続していただ

くという趣旨ですので、経営については、こちらのほうでは幾らというのは把握しており

ません。 

○石田委員  ありがとうございます。既に年初頃からかなり経営が逼迫しておりまして、

この前聞いたのは、今年に入って１回も、もう餌代が払えてないと、このぐらい経営が苦

しくなっていると思うんです。 

 国のほうはもうちょっと本気出してくれんと現場はどうにもならんのかもしれんけど、

しっかりと今後も寄り添っていただければなと、市でできることも限られるでしょうから、

ここで言ってもしようがないですけど。 

 さっき、今後、耕種農家との連携というとこもあったんですけど、例えば隣の山口なん

か飼料用トウモロコシ、県も最初は賛成してなかったかもしれんけど、早くから独自に取

り組んで一生懸命やられているんで、こういったときも結構スムーズにいくんかなと思う

んですけど、こういう事態、円安とか、物価高にも対応しやすくなるんかなと思うんです

けど、その辺も含めて考えていくというような解釈でよろしいんですか。  

 かなり山口市なんかは、コンバイン買うときの補助だったりとか、結構特殊なコンバイ

ン使うんですよね。あれ汎用コンバインというて、最初の何年かは農機具屋さん頼んで、

ただで使わせてもらったりとか、試しに使ってくださいよとか、かなり先駆的なことやら

れてて、すごいなと思っていたんですけど、なかなか防府市は難しいだろうなと思いなが

ら見てたんですけど、その辺まで含めて考えていかれるということでよろしいですか。そ

の辺を教えてください。 

○岡田産業振興部参事  耕畜連携についての品目については、耕種農家さんと畜産農家さ

んとまた今の植えているものを変えていかないといけない、もしくは拡大していくという

話なので、よく御意見とか御要望を聞きながら考えていきたいと思っております。  
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○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

○和田委員   すみません、なければ。ちょっと聞き漏らしてたらすみません。概要の

５ページの運送事業者等緊急支援事業なんですが、これ対象期間がないけど、これ上限額

に達するまではやるということでよろしいんでしょうか。 

○本間商工振興課長  基本的には上限額達するまでと思っております。  

○和田委員  それとこのタイヤの購入場所は、あくまでも市内に事業所を有するところと

いうとこでよろしいでしょうか。確認です。 

○本間商工振興課長  今のところ、市内には限定は考えておりません。特殊なタイヤ等も

ありますので、市外で調達するところもある可能性もありますので、そこら辺は市内に限

定というところは、今のところ考えておりません。 

○和田委員  こういう事業ですから、できるだけ市内の事業所を利用していただくように、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。要望です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○石田委員  今のちょっとあれと思ったんですけど、市内で調達できない場合のみ認める

とか、やっぱりそこら辺まで考えるべきだと思うんです。今から組み立てられるんだと思

うんで、その辺考えてほしいんですけど、いかがですか。 

○本間商工振興課長  また検討したいと思います。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、以上で質疑を終結いたします。 

 産業振興部及び土木都市建設部の皆様、お疲れさまでした。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前１１時１４分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１１時１５分 開議 

○久保委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 これより議員間討議を行います。どなたかございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結します。 

 ここで執行部入場のため、暫時休憩いたします。 

午前１１時１５分 休憩 
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────────────────────────────────────── 

午前１１時１６分 開議 

○久保委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 これより討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結して、お諮りいたします。本案については、原案のとおり承認

することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  御異議ないものと認めます。よって、議案第６７号については、全員一致

で原案のとおり承認されました。 

  以上をもちまして、当委員会に付託されました案件についての審査を終了いたします。  

 これをもって予算委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前１１時１７分 閉会 

────────────────────────────────────── 

防府市議会委員会条例第３０条第１項の規定により署名する。 

 

令和４年１２月６日 

 

防府市議会予算委員会委員長  久 保  潤 爾 


